
ひらつか男女共同参画プラン2017　事業8.2、13、34「各課」の個別事業計画（非公表）

1

1
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8.2

実績評価 達成評価

8.2 0 ○

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

３ 遅滞

8.2 3 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

１ 達成

8.2 4 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

8.2 5 ― ― ―

評価理由 評価理由

事業計画の 事業目標の
事業実績

取組
視点

各課の実
績評価に
より、計画
どおりに
できな
かった課
があるた
め

女性割合
が微増した
ものの、目
標の35％
には乖離し
ているため

・担当課28課中8課が計画どおりに
実施できず、28課中12課が事業目
標の達成評価が「遅滞」であった。
・市審議会全体の女性委員割合は
26.6％（R3.3.31現在）。前年度26.4%
（R2.3.31現在）

委員に欠員が生じていないため、実
績なし（女性委員割合14.3%、1/7
人）。

―

人事異動による委員の変更に関す
る報告の依頼文に、女性委員選任を
働きかける内容を記載した。（女性割
合9%、3/33人）

―

人事異動による委員の変更に関す
る報告の依頼文に、女性委員選任を
働きかける内容を記載した。（女性割
合2.9%、1/34人）

国民保護
協議会委
員の選任
依頼通知
に、女性
委員選任
を働きか
ける内容
を記載し
たため

選任依頼
の際に女
性委員選
任の働きか
けをしたた
め

防災会議
委員の選
任依頼
に、女性
委員選任
の働きか
けを行う
旨を記載
したため

機会を捉
え、女性委
員選任の
働きかけた
ため

委員に欠員が生じた場合には、
男女共同参画プラン2017の取
組や考え方を念頭に置いた委
員選出をお願いする。

→

委員に欠員が生じ
た場合には、男女
共同参画プラン
2017の取組や考え
方を念頭に置いた
委員選出をお願い
する。

R2年度に委員改選
があることから、委
員選出機関に女性
委員の選任の必要
性を説明する等、
積極的な働きかけ
を行い、女性委員
数を4名とする。

機会を捉え、女性委
員選任の働きかけに
努めた

企画政
策課

平塚市行政改革推進
委員会委員の女性割
合が35％になってい
る

平塚市行政改革推進
委員会委員の女性割
合が40％になってい
る

事業No

→

「附属機関及び懇話会等に関する指針」を遵守します。

該当する課がそれぞれ目標達
成に向けて事業を実施する。

危機管
理課

R2年度に委員改選
があることから、委
員選出機関に女性
委員の選任の必要
性を説明する等、
積極的な働きかけ
を行い、女性委員
数を3名とする。

災害対
策課

機会を捉え、女性委
員選任の働きかけに
努めた

防災会議は、平常時には、地域
防災計画を策定する組織である
が、災害時において、相互連携
の必要性が高いことから、委員
選出に当たり、機関の長を選出
することが多い。また、機関の
都合等により、長の男性比率が
高いため、女性の割合を増やす
ことが困難となっている。　
　そのため、機会を捉え、女性
委員選任の働きかけに努める。

担当課

施策の方向
意思決定過程への積極的な女性の登用推
進 市審議会等の女性割合　

35％
市審議会等の女性割合　

40％
施策 市審議会等への女性参画の推進

→ →

令和5年まで H29 H30 R1 R2

機会を捉え、女性委
員選任の働きかけに
努めた

機会を捉え、女性委
員選任の働きかけに
努めた

　国民保護協議会は、市町村の
区域に係る国民の保護のため
の措置に関する重要事項の審
議等を行う組織であることから、
委員選出に当たり、機関の長を
選出することが多い。また、機
関の都合等により、長の男性比
率が高いため、女性の割合を増
やすことが困難となっている。
　そのため、機会を捉え、女性
委員選任の働きかけに努める。

→

市審議会等の女性割
合　40％

H31年6月末で任期
が満了するため、
委員募集に当たっ
ては、男女共同参
画プラン2017の取
組や考え方を念頭
に置いた委員選出
をお願いする。

令和2年まで

基本方針 さまざまな分野における女性の活躍推進

実施した事業を評価するための
基準

令和２年度まで 令和５年度まで

→

事業 市審議会等への女性委員の登用推進

事業の目標 事業計画（年度）

事業概要

国民保護協議会委
員の任期途中に人
事異動等により委
員の交代がある場
合は、委員選出機
関に女性委員の選
任の必要性を説明
する等、積極的な
働きかけを行う。

各課
市審議会等の女性割
合　35％

防災会議委員の任
期途中に人事異動
等により委員の交
代がある場合は、
委員選出機関に女
性委員の選任の必
要性を説明する
等、積極的な働き
かけを行う。

事業全体の評価（令和２年度）

資料３
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実績評価 達成評価

8.2 8 ○

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

２ 順調

8.2 10 ― ― ―

8.2 11 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

１ 達成
計画通り
実施した
ため

目標どおり
実施したた
め

・平塚市ネーミングライツパートナー
選考委員会は1回開催し、外部委員
は女性委員の推薦を配慮するよう依
頼した。結果として、外部委員では女
性委員1名を登用した。(女性委員割
合12.5%、1/8人)
・平塚市指定管理者選定等委員会
は2回開催し、外部委員は女性委員
の推薦を配慮するよう依頼した。結
果として、外部委員の有識者として
女性の推薦はなかったが、内部委員
では該当の役職が女性であったため
女性委員1名を登用した。(女性委員
割合9.1%、1/11人)

事業実績
取組
視点

事業計画の

公務災害補償等審査会について
は、委員3人中2人に女性を登用、平
塚市公務災害等審議会について
は、委員4人中1人に女性を登用し
た。

評価理由 評価理由

外部委員
について
女性委員
の推薦を
配慮する
よう依頼
し、平塚
市ネーミ
ングライ
ツパート
ナー選考
委員会で
は外部委
員で女性
委員1名
を登用し
たが、平
塚市指定
管理者選
定等委員
では外部
委員委員
で女性委
員の登用
に至らな
かったた
め

外部委員
について女
性委員の
推薦を配慮
するよう依
頼したため

事業計画のとおり実施しておらず、
実績はない。

― ―

事業目標の
事業No 担当課 令和2年まで 令和5年まで H29 H30

資産経
営課

平塚市ネーミングライ
ツパートナー選考委
員会と平塚市指定管
理者選定等委員会の
外部委員について女
性委員の推薦を配慮
するよう依頼した

平塚市ネーミングライ
ツパートナー選考委
員会と平塚市指定管
理者選定等委員会の
外部委員について女
性委員の推薦を配慮
するよう依頼した

・平塚市ネーミングライツパート
ナー選考委員会は、企業等から
ネーミングライツの提案を受け
た時点で依頼する外部委員に
ついて、女性委員の推薦を配慮
するよう呼びかける。
・平塚市指定管理者選定等委
員会の外部委員は継続的に有
識者を推薦してもらっているた
め、委員が継続できなくなった
際に女性委員の推薦を配慮す
るよう依頼する。

・各委員会におい
て外部委員1名、内
部委員1名の女性
登用に努める。
・平塚市ネーミング
ライツパートナー選
考委員会は、企業
等からネーミングラ
イツの提案を受け
た時点で依頼する
外部委員につい
て、女性委員の推
薦を配慮するよう
呼びかける。
・平塚市指定管理
者選定等委員会の
外部委員は継続的
に有識者を推薦し
てもらっているた
め、委員が継続で
きなくなった際に女
性委員の推薦を配
慮するよう依頼す
る。

職員課

委員推薦の依頼をす
る際、女性委員の推
薦を配慮するよう依
頼した

附属機関の委員委嘱
に当たっては、女性
委員の登用促進のた
め推薦団体に働きか
けるよう努めた

R1 R2

事業の目標

行政総
務課

附属機関の委員委嘱
に当たっては、女性
委員の登用促進のた
め推薦団体に働きか
けるよう努めた

行政不服審査会委員の任期継
続中のため特段の働きかけは
行わない。(H31.3.31任期満了)

→

委員推薦の依頼をす
る際、女性委員の推
薦を配慮するよう依
頼した

「平塚市特別職報酬等審議会」
「平塚市退職手当審査会」が開
かれる場合に選出母体の検討
や女性登用の趣旨説明等をす
る。

→

事業計画（年度）

・「公務災害補償等
審査会」「平塚市公
務災害等審議会」
は、推薦依頼通知
の中で女性登用の
趣旨説明等をし、
女性委員を0人から
1人にする。
・「平塚市特別職報
酬等審議会」「平塚
市退職手当審査
会」は、附属機関が
開かれる場合に選
出母体の検討や女
性登用の趣旨説明
等をする。

→

→

次期委員の委嘱を
目的とする関係機
関との調整におい
て、女性委員の推
薦についても働き
かけるよう努める。

行政不服審査会委
員の任期継続中の
ため特段の働きか
けは行わない。
（R4.3.31任期満了
となる見込み）

→

事業全体の評価（令和２年度）
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実績評価 達成評価

8.2 12 ― ― ―

8.2 16 　 0 0

8.2 17 ○

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

３ 遅滞

8.2 20 ○

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

３ 遅滞

00 0

任期中ため委員の変更がなかった
(女性委員割合25%、1/4人)

― ―

女性委員
の割合が
下がったた
め

令和2年度は、当初の予定通り改選
が行われ、その結果、女性委員は2
名となった。（女性委員割合18.2％、
数2/11人）

・平塚市市民活動推進委員会（女性
割合55.5%、5/9人)
・平塚市協働事業審査会委員（女性
割合28.6%、2/7人)
・平塚市市民活動推進補助金審査
会（女性割合28.6％、2/7人）

女性登用
に努めた
が至らな
かったた
め

女性登用
に努めた
が、至らな
かったため

附属機関（チャレン
ジアップ資金審査
会）を廃止

・平塚市市民活動推進委員会
・平塚市協働事業審査会

・平塚市市民活動
推進委員会
・平塚市協働事業
審査会
・平塚市市民活動
推進補助金審査会
（平成30年度10月
新設）

0

協働推
進課

12月に改選が予定
されているため、公
募や推薦等で女性
の参加を募集の段
階から促す。委員4
名を目標値とする。

H31年度は改選の
予定がないため30
年度に決まった委
員に引き続きお願
いする。

事業の目標

平塚市市民活動推進
委員会　40％
平塚市協働事業審査
会　40％
平塚市市民活動推進
補助金審査会　40％

契約検
査課

入札監視委員会の女
性割合35％

市審議会等の女性割
合　33％

市審議会等の女性割
合　50％

産業振
興課

・平塚市市民活動
推進委員会
・平塚市協働事業
審査会
・平塚市市民活動
推進補助金審査会

→

農水産
課

農水産課みなと水産
担当が運営に関わっ
ている平塚市地方卸
売市場運営審議会の
委員に女性を登用
し、委員を女性4名
（全体11名）となった

委嘱年度のため、
女性委員の委嘱に
向けて調整する。

平塚市市民活動推進
委員会　40％
平塚市協働事業審査
会　40％
平塚市市民活動推進
補助金審査会　40％

農水産課みなと水産
担当が運営に関わっ
ている平塚市地方卸
売市場運営審議会の
委員に女性を登用
し、委員を女性5名
（全体11名）となった

本年度は改選の予定がなく、現
行の女性委員2名に委員を引き
続きお願いする。

12月に改選が予定
されているため、公
募や推薦等で女性
の参加を募集の段
階から促す。委員3
名を目標値とする。

入札監視委員会の女
性割合40％

【現行】
（入札監視委員会）
・任期：2年
(11月1日～10月31日)
・委員：4名（すべて男性）
(弁護士、税理士、東海大学工
学部教授、神奈川大学法学部
准教授)

【計画】
委嘱年度のため、女性委員の
委嘱に向けて調整する。

審査会委員更新時は、選出母
体に対して、可能な範囲で女性
の推薦を依頼する。

→

事業計画（年度）

任期中のため、変
更なし

任期中のため、変
更なし

評価理由 評価理由
事業No 担当課 令和2年まで 令和5年まで H29 H30 R1 R2

事業全体の評価（令和２年度）

事業実績
取組
視点

事業計画の 事業目標の

委員の市
民公募に
男性の応
募しかな
かったた
め
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実績評価 達成評価

8.2 22 ○

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

３ 遅滞

8.2 23 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

8.2 24 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

１ 達成

評価理由

構成員の
交代が
あった
が、女性
割合は変
更がな
かったた
め

評価理由

任期途中に1名の委員が退任された
が、残任期間は退任委員の推薦に
より男性の委員が就任された。
・平塚市情報公開審査会(女性委員
割合0%、0/5人)
・平塚市個人情報保護審査会(女性
委員割合0%0/5人)
・平塚市個人情報保護運営審議会
(女性委員割合0%、数人0/7人)

男女比を
考慮した
委員構成
にできた
ため

目標範囲
の女性割
合となった
ため

年度初めに1名の構成員の変更が
あったが、同性同士の変更であった
ため、女性割合は43%（7人中3人）を
維持している。

・ひらつか男女共同参画推進協議会
は、R3年度の改選に当たり、団体等
に現委員を通して次期委員推薦につ
いて配慮を依頼した。（委員8人男女
比50%）
・平塚市人権施策推進協議会及び
平塚市いじめ問題再調査会は、開催
がなく、委員選出依頼をする機会が
なかった。

人権・
男女共
同参画
課

当課所管の附属機関
（ひらつか男女共同参
画推進協議会、平塚
市人権施策推進協議
会、平塚市いじめ問
題再調査会）の女性
割合が35％～60％と
なった

当課所管の附属機関
（ひらつか男女共同参
画推進協議会、平塚
市人権施策推進協議
会、平塚市いじめ問
題再調査会）の女性
割合が40％～60％と
なった

プラン2017初年度にあたり、協
議会の構成員見直しがあるた
め、男女比も考えて、団体等へ
委員をお願いする。

事業No 担当課 令和2年まで 令和5年まで H29 H30

文化・
交流課

文化振興懇話会構成
員の女性割合は43％
（7人中3人）となって
いるため、現状程度
の女性割合を維持す
るよう努めた

文化振興懇話会構成
員の女性割合は43％
（7人中3人）となって
いるため、現状程度
の女性割合を維持す
るよう努めた

現在の構成員がH31.3.31まで継
続する。

翌年度以降の構成
員の女性割合が
40％から60％程度
までとなるよう推薦
団体に働きかけを
行う。

委員改選年度に当たることか
ら、性別を問わず、情報公開や
個人情報保護について学識経
験を有する者等の適格者の推
薦を依頼する。
・平塚市情報公開審査会
・平塚市個人情報保護審査会
・平塚市個人情報保護運営審
議会

性別を問わず、情報
公開や個人情報保護
について学識経験を
有する者等の適格者
の推薦を依頼した

市民情
報・相
談課

事業の目標 事業計画（年度）

委員改選年度では
ないが、任期途中
に退任する委員が
出た場合、前任者
の残任期間に就任
する補欠の委員に
ついて、性別を問
わず、情報公開や
個人情報保護につ
いて学識経験を有
する者等の適格者
の推薦を依頼す
る。
・平塚市情報公開
審査会
・平塚市個人情報
保護審査会
・平塚市個人情報
保護運営審議会

委員改選年度に当
たることから、現職
委員退任の際の後
任について、性別
を問わず、情報公
開や個人情報保護
について学識経験
を有する者等の適
格者の推薦を依頼
する。
・平塚市情報公開
審査会
・平塚市個人情報
保護審査会
・平塚市個人情報
保護運営審議会

・既に委員を委嘱し
ている附属機関
で、委員の変更が
ある場合は、構成
比を考慮して後任
の推薦依頼をす
る。また、H31年度
に向けて、団体等
に次期委員の推薦
への配慮をお願い
する。
・新規に委員の委
嘱をする附属機関
は、団体等に男女
の配慮を含めて推
薦依頼をする。

・既に委員を委嘱し
ている附属機関
で、委員の変更が
ある場合は、構成
比を考慮して後任
の推薦依頼をす
る。また、H32年度
に向けて、団体等
に次期委員の推薦
への配慮をお願い
する。
・新規に委員の委
嘱をする附属機関
は、団体等に男女
の配慮を含めて推
薦依頼をする。

性別を問わず、情報
公開や個人情報保護
について学識経験を
有する者等の適格者
の推薦を依頼した

翌年度以降の構成
員の女性割合が
40％から60％程度
までとなるよう推薦
団体に働きかけを
行う。

委員改選年度では
ないが、任期途中
に退任する委員が
出た場合、性別を
問わず、情報公開
や個人情報保護に
ついて学識経験を
有する者等の適格
者の推薦を依頼す
る。
・平塚市情報公開
審査会
・平塚市個人情報
保護審査会
・平塚市個人情報
保護運営審議会

構成員がR3.3.31ま
で継続する。

・ひらつか男女共同
参画推進協議会
は、Ｒ3年度の改選
に向けて、団体等
に男女比を考慮し
た推薦の配慮をお
願いする。
・平塚市人権施策
推進協議会は、Ｒ3
年度の委嘱に向け
て、団体等に男女
比を考慮した推薦
の配慮をお願いす
る。
・平塚市いじめ問題
再調査会は、開催
があった場合、団
体等に男女比を考
慮した推薦の配慮
をお願いする。

R1 R2 事業実績
取組
視点

事業計画の 事業目標の

事業全体の評価（令和２年度）

男性のみ
の指名と
なったた
め

男性のみ
の指名と
なったため

構成員の
女性割合
が43％と
なっている
ため
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実績評価 達成評価

8.2 25 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

8.2 26 ― ― ―

8.2 27 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

１ 達成

8.2 28 ○

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

３ 遅滞

8.2 30 ○

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

３ 遅滞

委員の改選時に推薦団体へ女性委
員の推薦に配慮していただけるよう
依頼した。

平塚市介護認定審査会委員の委員
交代に当たり、女性委員を積極的に
登用した。
・平塚市介護保険運営協議会（女性
委員割合14.3%、2/14人）
・平塚市地域密着型サービス事業者
選考委員会（令和2年度は開催なし)
・平塚市介護認定審査会（女性委員
割合　28.6%、16/56人）

女性委員
の推薦を
求めたた
め

対象の委
員会に女
性委員が
概ね選出さ
れているた
め

令和2年度は委員の改選がなかった
ため、実績の変動はない。
(女性委員割合22.2%、2/9人)

―

事業実績
取組
視点

平塚市介護保険運営
協議会等附属機関の
選任時には指針を踏
まえて行った

平塚市介護保険運営
協議会等附属機関の
選任時には指針を踏
まえて行った

附属機関委員の選任時には女
性委員の登用について、指針を
踏まえて行う。

平塚市介護保険運
営協議会委員選任
時には、女性委員
の登用について指
針を踏まえて行う。

委員の交代が見込
まれないため、現
行の女性委員に引
き続き委員をお願
いし、30年度末時
点の女性割合を維
持する。

障がい
福祉課

「附属機関及び懇話
会等に関する指針」を
遵守した

「附属機関及び懇話
会等に関する指針」を
遵守した

地域包
括ケア
推進課

介護保
険課

高齢福
祉課

養護老人ホーム入所
判定委員会にて女性
割合　35％

養護老人ホーム入所
判定委員会にて女性
割合　40％

令和2年まで 令和5年まで H29 H30 R1 R2事業No 担当課

女性割合を40％を目
指し、女性委員の登
用に努めた

福祉総
務課

委員会の構成員に女
性委員がいない機関
の場合は女性委員の
登用に努めた

障害者介護給付費等の支給に
関する審査会及び障がい福祉
施策推進懇話会において、附属
機関及び懇話会等に関する指
針を遵守し、女性委員の登用を
推進する。

【平塚市自殺対策会議】【平塚
市成年後見利用支援センター
運営協議会】
委員の改選時に推薦団体へ女
性委員の推薦に配慮していただ
けるよう依頼する。

平塚市地域包括支援
センター運営協議会
及び平塚市在宅医療
介護連携推進協議会
において女性の割合
35％

平塚市地域包括支援
センター運営協議会
及び平塚市在宅医療
介護連携推進協議会
において女性の割合
40％

事業の目標

「障害者介護給付
費等の支給に関す
る審査会」の委員
の改選時に推薦団
体へ女性委員の推
薦に配慮していた
だけるよう依頼す
る。（女性委員5人
登用）

1平塚市地域包括
支援センター運営
協議会　女性比率
を維持
2平塚市在宅医療
介護連携推進協議
会　女性比率を維
持

→

1平塚市地域包括支援センター
運営協議会　3回開催予定
2平塚市在宅医療介護連携推
進協議会　3回開催予定

→

委員の改選時に推
薦団体へ女性委員
の推薦に配慮して
いただけるよう依頼
する。

「障害者介護給付
費等の支給に関す
る審査会」は委員
改選年度ではない
が、女性参加推進
の観点から、今後
も推薦団体には積
極的に働きかけて
いく。

事業計画（年度）

平塚市介護認定審
査会委員選任時に
は、女性委員の登
用について指針を
踏まえて行い、女
性割合35％を目指
す。

→

養護老人ホーム入所判定委員
会の女性割合35％

各機関に女性の委員選出を依
頼する。

→

→

→

→ →

評価理由 評価理由
事業目標の

―

1 R2.7.16、R2.11.19、R3.3月（書面会
議）の3回開催した。（女性委員の割
合33.3％、4人/12人）
2 R2.8.27、R2.11.26、R3.3.25の3回開
催した。（女性委員の割合46.6％、7
人/15人）
全体として40.7％（11人/27人）

協議会全
体として
女性比率
の基準を
維持でき
たため

協議会全
体において
女性割合
が40.7％の
ため

審査会では2人の女性委員を登用
（女性委員割合18.2％）
障がい福祉施策懇話会では6人の女
性を登用（女性委員割合60％）

障害者介
護給付費
等の支給
に関する
審査会委
員の女性
の登用が
半数に満
たないた
め

障害者介
護給付費
等の支給
に関する審
査会委員
の女性の
登用が半
数に満たな
いため

委員交代
のあった
附属機関
で、女性
委員の割
合が35％
を下回っ
たため

委員交代
のあった附
属機関で、
女性委員
の割合が
35％を下
回ったため

事業全体の評価（令和２年度）

事業計画の
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実績評価 達成評価

8.2 31 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

8.2 33 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

8.2 34 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

１ 達成

8.2 35 ○

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

３ 遅滞

取組
視点

任期途中の退任に対する後任につ
いて、指針を踏まえて委員を選任し
た。(女性割合42％(8/19人)）

R3.1.1現在、女性委員割合30.8％（4
人/13人）

女性委員は「市民健康づくり推進協
議会」5人/13人（38.5%）、「食育推進
会議」11人/15人（73%）、「母子保健
推進連絡会」1人/4人（25%）、「子ども
の生活習慣病予防対策委員会」11
人/15人（73.3%）、女性委員の割合は
59.6%（28人/47人）

評価理由

目標35％
のところ、
実績59.6％
のため

R2年度ま
での目標
が達成でき
なかったた
め

関係団体
からの委
員変更の
際に女性
が少な
かったた
め

委員の改選期に当たり、団体の長宛
て推薦依頼文に女性の登用推進の
考え方を盛り込んだ。(女性委員割合
35%、9/26人)

計画どお
り、依頼
文に盛り
込むこと
ができた
ため

目標値に
達すること
ができたた
め

評価理由
事業実績

青少年問題協議会の
委員構成において女
性委員の割合を40%
にした

青少年問題協議会の
委員構成において女
性委員の割合を35%
にした

R1

平塚市子ども・子育て
会議委員の選任につ
いては、「附属機関及
び懇話会等に関する
指針」に基づき行った

委員選任時には、女性委員の
登用について、指針を踏まえて
行う。

任期途中に委員退
任があるときは、指
針を踏まえて、後
任の選出を行う。

青少年
課

健康課

「市民健康づくり推進
協議会」「母子保健事
業推進連絡会」「食育
推進会議」「子どもの
生活習慣病予防対策
委員会」の女性委員
の割合　　35％

「市民健康づくり推進
協議会」「母子保健事
業推進連絡会」「食育
推進会議」「子どもの
生活習慣病予防対策
委員会」の女性委員
の割合　　40％

保険年
金課

市審議会等の女性割
合35％

市審議会等の女性割
合40％

国民健康保険運営協議会での
女性委員の割合を35％以上と
する。

非改選期のため特
段なし

→

保育課

事業計画（年度）

平塚市子ども・子育て
会議委員の選任につ
いては、「附属機関及
び懇話会等に関する
指針」に基づき行った

任期途中に委員退
任があるときは、指
針を踏まえて、後
任の選出を行う。

R2

委員選任時には、
女性委員の登用に
ついて、指針を踏ま
えて行う。

事業No 担当課 令和2年まで 令和5年まで H29 H30

事業の目標

→

・委員の改選期に
あたり、団体の長あ
て推薦依頼文に女
性の登用推進の考
え方を盛り込む。
・市民公募委員の
選定においても女
性の登用を推進す
る。

・各種審議会の委
員選出にあたり、女
性の採用に留意す
る。
・適正な女性割合
を保てていない委
員会については、
適正な女性委員割
合になるよう委員
の選出に努める。

国民健康保険運営
協議会の委員改選
年度ではないが、
任期途中に退任す
る委員が出た場合
は、関係団体に女
性参加の協力を求
めるなどして、女性
委員35％以上を目
標とする。

→

国民健康保険運営
協議会の委員改選
年度ではないが、
任期途中に退任す
る委員が出た場合
は、関係団体に女
性参加の協力を求
めるなどして、女性
委員5名を目標とす
る。

各種審議会の委員選出にあた
り、女性の採用に留意する。

非改選期のため特段なし

委員の改選期にあ
たり、団体の長あて
推薦依頼文に女性
の登用推進の考え
方を盛り込む。
市民公募委員の選
定においても女性
の登用を推進す
る。

指針を踏
まえて、
女性委員
の登用が
できたた
め

目標35％
のところ、
実績
59.6％の
ため

女性割合
が評価基
準に達して
いるため

事業目標の事業計画の

事業全体の評価（令和２年度）
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実績評価 達成評価

8.2 36 ― ― ―

8.2 37 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

３ 遅滞

8.2 40 ○

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

３ 遅滞

・2期目のため、委員改選なし。環境
審議会の女性割合26.6％（4人/15
人）、市民(公募)4人(うち、2人女性委
員)、市民(団体)4人(うち、1人女性委
員)、事業者4人(うち、女性委員な
し)、学識経験者3人(うち、1人女性委
員)
・R3年度、4年度委員の改選に当た
り、女性4人を選任予定（市民2人、
事業者1人、学識経験者1人）。

各団体への推薦依頼時に書面にて
女性登用を依頼した。
・平塚市都市計画審議会（女性委員
割合6.7％、1/15人）
・平塚市開発審査会（女性委員割合
0％、0/5人）
・平塚市建築審査会（女性委員割合
0％、0/5人）
・平塚市空家等対策協議会（女性委
員割合10％、1/10人）

―

各団体へ
の推薦依
頼時に書
面にて女性
登用の依
頼をした
が、平塚市
都市計画
審議会以
外は目標
値に達しな
かったため

各団体へ
の推薦依
頼時に書
面にて女
性登用の
依頼をし
たが、平
塚市都市
計画審議
会以外は
目標値に
達しな
かったた
め

事業計画の 事業目標の

・R2年度末の審議会委員女性割合
18.2%(2名/11名)
・R2年3月に行った市民公募（R2～
R3年度）において、指針等を配慮し、
2名のうち1名を女性委員として選任
した。

推薦を依
頼する団
体へは、
推薦依頼
文等に可
能な限り
女性を推
薦してい
ただける
よう働き
かけたた
め

推薦可能
な女性が
非常に少な
く、女性委
員の割合
が下がって
いるため

事業実績
取組
視点

―
環境審議会の女性割
合　35％

審議会等の推薦依頼をする時
に、女性割合が増えるように努
める。

担当課 令和2年まで

審議会等の女性割合
が増えるように努めた

審議会等の女性割合
が増えるように努めた

事業の目標 事業計画（年度）

H30 R1

R3年度、4年度任
期の委員の推薦を
依頼するにあたり、
女性委員6人を計
画人数とし、推薦を
依頼する団体での
推薦可能な女性の
有無を確認し、同
団体で推薦可能な
女性の推薦を依頼
する。

廃棄物対策審議会
の委員全体の改選
の際、改めて、推
薦を依頼する団体
に対し、推薦可能
な女性の有無を確
認し、同団体で推
薦可能な女性の推
薦を依頼する。

環境審議会の女性割
合　40％

廃棄物対策審議会の
女性委員の割合が増
えた。目標　4人

事業No

環境政
策課

環境政
策課

廃棄物対策審議会の
女性委員の割合が増
えた。目標　4人

委員選任の際に、関係団体等
から女性の推薦について協力を
いただくため、指針等の情報提
供を行う。

廃棄物対策審議会
の委員選任の際
に、関係団体等か
ら女性の推薦につ
いて協力をいただく
ため、指針等の情
報提供を行う
。

廃棄物対策審議会
の委員選任の際
に、関係団体等か
ら女性の推薦につ
いて協力をいただく
ため、指針等の情
報提供を行う。

・R2年度及び3年度
の改選時に、各団
体への推薦依頼時
に書面にて女性登
用を依頼する。
・「平塚市都市計画
審議会」、「平塚市
開発審査会」、「平
塚市建築審査会」
は1人以上、「平塚
市空家等対策協議
会」は3人以上の女
性委員になるよう
に努める。

まちづ
くり政
策課

→

環境審議会の女性割合　35％ →

「平塚市景観審議
会」R2年3月の改選
時に、現委員から
非継続の申入れが
あり、新たな委員を
登用することになっ
た場合は、女性委
員が2人以上になる
ように努める。

委員改選なし。任
期中の委員変更が
ある場合には、委
員の推薦を依頼す
る団体内での推薦
可能な女性の有無
を確認し、同団体で
推薦可能な女性の
推薦を依頼する。

R2令和5年まで H29
評価理由 評価理由

事業全体の評価（令和２年度）
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実績評価 達成評価

8.2 42 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

8.2 44 ― ― ―

8.2 47 ― ― ―

8.2 51 ― ― ―

8.2 56 ― ― ―

―

―

事業目標の

計画した委
員の女性
構成比に
することが
できたため

令和2年度は令和元年度改選による
委員の2年目である。（任期2年間）
なお、同審議会の女性委員は3人
/11人となっている。（女性委員割合
27.3%）

委員7名中女性委員は3名（42.8％）

―

―

・前年度の男女比率を継続して審議
会を開催した。
・審議会開催は１回

―

審議会の委員選任がなかったため、
実績はなかった。

―

― ―

平塚市開発事業紛争調停委員会委
員の改選時（R2.7.1）に、委員の女性
構成比が40％以下にならないよう努
めた。(女性委員割合40%、2人/5人)

計画した
委員の女
性構成比
にするこ
とができ
たため

評価理由 評価理由
事業計画の

事業実績
取組
視点

下水道
経営課

平塚市下水道運営審
議会の女性割合が
35％となった

平塚市下水道運営審
議会の女性割合が
40％となった

審議会委員の改選に当たり、男
女比も考えて、団体等へ委員の
推薦をお願いする。

・委員継続（委員変
更がある場合は、
男女構成比を考え
て、後任者の推薦
依頼をする。）
・H31年度に向け
て、団体等に次期
委員の推薦への配
慮をお願いする。

・委員継続（委員変
更がある場合は、
女性の後任者推薦
を依頼する。）
・R3年度の改選で
女性委員が4人とな
るように、団体等に
次期委員の推薦へ
の配慮をお願いす
るとともに公募委員
からも女性を選考
できるように、公募
のPR方法等につい
ても検討していく。

任期終了に伴う団
体等の委員推薦に
当たって、男女の
配慮を含めた依頼
をする。

教育総
務課

→
審議会の委員選任がある場合
には、推薦依頼の際に男女共
同参画の現状を伝える。

→ →

所管する平塚市立学
校事故・事件等調査
委員会は、不定期で
の委員選任となるが、
その際には男女共同
参画の視点も踏まえ
た選任に向けて関係
機関に働きかけた

所管する平塚市立学
校事故・事件等調査
委員会は、不定期で
の委員選任となるが、
その際には男女共同
参画の視点も踏まえ
た選任に向けて関係
機関に働きかけた

建築住
宅課

平塚市営住宅運営審
議会委員における女
性委員の割合を30％
になるよう努めた

平塚市営住宅運営審
議会委員における女
性委員の割合を40％
になるよう努めた

今年度改選期である平塚市営
住宅運営審議会委員における
女性委員の割合を30％になるよ
う努める。

改選期でないため
委員の変更なし。
但し、欠員が生じた
場合は、指針を踏
まえて後任の選出
を行う。

改選期でないため
委員の変更なし。
但し、欠員が生じた
場合は、指針を踏
まえて後任の選出
を行う。

今年度改選期であ
る平塚市営住宅運
営審議会委員にお
ける女性委員の割
合を35％になるよう
努める。

・引き続き地域の合
意形成に努め、検
討の準備を進め
る。
・合意形成の進捗
により、審議会を開
催し状況報告を行
う。その際に公募
市民委員の選考に
おいて男女比率に
配慮する。

次期住居表示整備事業の実施
に向け、対象地区の単位自治
会を中心に検討の準備を開始、
合意形成を図っていく段階であ
り審議会は開催なし

現状の平塚市開発事
業紛争調停委員会委
員の女性構成比が
40％以下にならない
よう努めた

現状の平塚市開発事
業紛争調停委員会委
員の女性構成比が
40％以下にならない
よう努めた

平塚市開発事業紛
争調停委員会委員
の改選時ではない
ため、計画なし

都市整
備課

平塚市住居表示審議
会委員のうち、公募
委員の女性割合が
50％以上となっている

平塚市住居表示審議
会委員のうち、公募
委員の女性割合が
50％以上となっている

事業No 担当課 令和2年まで 令和5年まで H29 H30 R1 R2

開発指
導課

事業の目標

公募市民委員の任
期は2年のため、前
年度の男女比率を
継続する。

審議会を開催予定
のため、公募市民
委員の選考におい
て男女比率に配慮
する。

事業計画（年度）

平塚市開発事業紛争調停委員
会委員の改選時ではないため、
計画なし

平塚市開発事業紛
争調停委員会委員
の改選時（H30.7.1）
に、委員の女性構
成比が40％以下に
ならないよう努め
る。

平塚市開発事業紛
争調停委員会委員
の改選時（R2.7.1）
に、委員の女性構
成比が40％以下に
ならないよう努め
る。

事業全体の評価（令和２年度）
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実績評価 達成評価

8.2 62 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

8.2 64 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

8.2 66 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

8.2 67 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

３ 遅滞

委員選任の際に、男女共同参画の
視点も踏まえた推薦依頼をした。
委員17名中3名が女性となった。（女
性割合17％）そのうち、学校関係者
からの委員では、委員3名中2名が女
性となった。（女性割合67％）

選任の際
に男女共
同参画の
視点を伝
えたため

推薦依頼
で性別の
指定はでき
ず、各団体
の意向によ
るが、選任
に向けて働
きかけたた
め

R3年度の教育支援委員会の女性割
合が、67％となった。（女性委員数
16/24人）

事業の目
標を達成
したため

事業の目
標を達成し
たため

選出団体
の女性割
合の状況
について
情報交換
できたた
め

・平塚市いじめ問題対策連絡協議会
は、女性割合33％、5/15人
・平塚市いじめ問題対策調査会女性
割合40％、2/5人
2つの会議（協議会・調査会）の女性
割合の平均35％、7/20人

女性割合
が35％を
超えたた
め

女性割合
が35％を超
えたため

事業目標の

各選出団体の女性委員の状況につ
いて情報交換することができた。

女性委員
の割合は
やや増加し
たものの目
標数値に
は達しな
かったため

事業実績
取組
視点

事業計画の

H30年度にむけて委員会委員の
変更があるため、男女構成比も
考えて、委員を委嘱、任命す
る。

H31年度にむけて
委員会委員の変更
があるため、男女
構成比も考えて、
委員を委嘱、任命
する。

教育指
導課

平塚市いじめ問題対
策連絡協議会、平塚
市いじめ問題対策調
査会の女性割合　
35％

平塚市いじめ問題対
策連絡協議会、平塚
市いじめ問題対策調
査会の女性割合　
40％

所管する審議会等
は、専門的な知識、
経験が必要な審議会
（心臓疾患判定委員
会等）であるため、男
女共同参画の視点も
踏まえた選任に向け
て関係機関に働きか
けた

所管する審議会等
は、専門的な知識、
経験が必要な審議会
（心臓疾患判定委員
会等）であるため、男
女共同参画の視点も
踏まえた選任に向け
て関係機関に働きか
けた

→ →

委員の推薦依頼をする際には、
男女共同参画の現状を伝える。

→学務課

委員の推薦依頼を
する際には、男女
共同参画の現状を
伝え、学校関係者
からの委員選出に
あっては、女性委
員が半数以上の推
薦となるよう努め
る。

→

平塚市いじめ問題対策連絡協
議会、平塚市いじめ問題対策調
査会の女性割合　35％

→

社会教
育課

女性委員を平塚市
社会教育委員（会
議）では4人、平塚
市文化財保護委員
会では3人にするこ
とを目標に、各選
出団体と女性委員
推薦について、情
報交換する。

女性割合35％以上 女性割合40％以上
H30・31年度委員委嘱に向けて
各選出団体に女性委員推薦を
要請

（H30・31年度委員
任期中のため特段
の取り組みなし）

H32・33年度委員委
嘱に向けて、各選
出団体に女性登用
促進について改め
て周知し、女性委
員の推薦を促す。

事業No

事業の目標 事業計画（年度）

担当課 令和2年まで 令和5年まで H29 H30 R1 R2

H32年度にむけて
委員会委員の変更
があるため、男女
構成比も考えて、
委員を委嘱、任命
する。

R3年度にむけて委
員会委員の変更が
あるため、男女構
成比も考えて、委
員を委嘱、任命す
る。

子ども
教育相
談セン
ター

教育支援委員会の女
性割合が35％～60％
となった

教育支援委員会の女
性割合が40％～60％
となった

評価理由 評価理由

事業全体の評価（令和２年度）
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実績評価 達成評価

8.2 69 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

３ 遅滞

8.2 70 ― ― ―

8.2 71 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

１ 達成

8.2 72 ― ― ―

8.2 81 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

３ 遅滞

目標の割
合に達して
いないため

図書館協議会における女性委員の
割合67％(4/6人)【R3.3.31現在】

事業計画の

―

任期満了に伴う新委員の募集に当
たり、委員構成を検討した。
平塚市病院運営審議会(女性委員割
合10%、1/10)

―

―

女性委員
の委嘱が
できたた
め

8委員のうち、3名が女性であり、女
性割合は37.5％でした。

―

女性委員
がを3名委
嘱でき、女
性委員の
割合が
50％になっ
たため

・平塚市スポーツ推進審議会委員
（女性委員割合約21％、3/14名）
・改選前のスポーツ推進審議会の会
議において、女性の積極的な選出を
促すよう依頼した。また、各推薦母体
の会議においても、同様に女性の積
極的な選出を依頼した。

事業実績
記載のと
おり取り
組みを実
施できた
ため

改選の選考作業を行なった結果、女
性委員3名を選定、委嘱ができた。
（女性委員割合50％、3/6人）

委員構成
を再検討
したため

女性割合
10%である
ため

事業実績
取組
視点

市審議会等の女性割
合　40％

委嘱に当たり、各種団体との調
整

美術館

美術館協議会は、専
門性を有する附属機
関であるため委員の
性別を限定せず、必
要な分野に係る専門
知識を有する委員を
選任した

美術館協議会は、専
門性を有する附属機
関であるため委員の
性別を限定せず、必
要な分野に係る専門
知識を有する委員を
選任した

Ｈ29年8月の委員改選に向け
て、関係団体へ委員の選任依
頼と公募作業を行う。

改選期でないため
委員の変更はな
し。但し、欠員が生
じた場合は委員の
選任依頼を行う。

委嘱に当たり、各
種団体との調整

委員構成を再検討
し、令和3年度の委
員改選にあたって
は、女性委員を3人
増やすことを目的と
する。

経営企
画課

市審議会等の女性割
合　35％

H32年5月の委員改
選に向けて、候補
者選定と公募作業
を行う
女性委員の割合
33%以上を目指す。

新委員への委嘱を
行う。

スポー
ツ課

平塚市スポーツ推進
審議会における女性
委員の割合が35％以
上になった

平塚市スポーツ推進
審議会における女性
委員の割合が40％以
上になった

博物館

博物館協議会は専門
性を有する附属機関
なので、委員の年齢
や性別を限定せず、
必要な分野に係る専
門知識と活動実績に
よって委員を選任した

博物館協議会は専門
性を有する附属機関
なので、委員の年齢
や性別を限定せず、
必要な分野に係る専
門知識と活動実績に
よって委員を選任した

中央図
書館

→

次年度の委員が改
選期を迎えるため、
推薦母体となる団
体に対し、女性委
員の参加の余地な
どを確認しつつ、可
能な範囲で女性委
員を推薦いただけ
るよう働きかける。
更に1名の女性委
員の増加を目指
す。

今年度は委員の改
選期のため、女性
委員を5名以上に
するように推薦団
体に対し配慮しても
らうようにする。

事業の目標 事業計画（年度）

評価理由

改選期でないため
委員の変更はな
し。但し、欠員が生
じた場合は委員の
選任依頼を行う。

Ｈ31年8月の委員
改選に向けて、関
係団体へ委員の選
任依頼と公募作業
を行う。

委員構成の再検討

図書館協議会は、専
門性を有する附属機
関であるため委員の
性別を限定せず、必
要な分野に係る専門
知識を有する委員を
選任した

図書館協議会は、専
門性を有する附属機
関であるため委員の
性別を限定せず、必
要な分野に係る専門
知識を有する委員を
選任した

H29年8月の委員改選に向け
て、関係団体へ委員の選任依
頼と公募作業を行う。

改選期でないため
委員の変更なし。
但し、欠員が生じた
場合は委員の選任
依頼を行う。

事業No 担当課 令和2年まで 令和5年まで H29 H30 R1 R2

H31年8月の委員改
選に向けて、関係
団体へ委員の選任
依頼と公募作業を
行う。

各推薦母体へ女性の積極的な
活用を促す。

評価理由

博物館協議会は専門性を有す
る附属機関なので、委員の年齢
や性別を限定せず、必要な分野
に係る専門知識と活動実績に
よって委員を選任した。

新委員への委嘱を
行う。役割分担の
中で男女のバラン
スに配慮していく。

改選期でないため
委員の変更なし。
但し、欠員が生じた
場合は委員の選任
依頼を行う。

事業全体の評価（令和２年度）

事業目標の
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実績評価 達成評価

8.2 83 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

評価理由 評価理由

事業の目標 事業計画（年度） 事業全体の評価（令和２年度）

事業実績
取組
視点

事業No 担当課 令和2年まで 令和5年まで H29 H30 R1 R2

医学分野
委員の選
出時は、医
師の中から
選出するた
め、女性を
選出するこ
とが難しい
が、医学分
野以外の
学識経験
者の選出
時には女
性割合を
50％にでき
たため

医学分野
以外の学
識経験者
の選出時
に、2人の
うち1人を
女性委員
としたた
め

事業計画の 事業目標の

委員のうち、医学分野以外の学識経
験者の女性割合が50％となった。委
員変更があったが、専門的知識、技
術又は経験等が必要だったため、女
性を後任者として選出することが出
来なかった。（女性委員の割合
18％、２/１１人）

医事課

倫理委員会の委員の
うち、医学分野以外
の学識経験者の女性
割合を50％となった

倫理委員会の委員の
うち、医学分野以外
の学識経験者の女性
割合を50％とし、同委
員会の女性割合が
40％となった

委員継続
委員変更がある場合は、事業
の目標を考慮して、後任者を選
定する。

委員の選定にあ
たって、事業の目
標を考慮する。

委員継続
委員変更がある場
合は、事業の目標
を考慮して、後任者
を選定する。

委員の選定にあ
たって、事業の目
標を考慮する。
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1

2

4

13

実績評価 達成評価

13 0 ○

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

２ 順調

13 2 ―

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

―

13 4 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

13 13 ―

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

―

13 16 ―

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

―

―

「みんなのまちの情報宅急便」等の
実施は無かった。

― ―

事業目標の

「みんなのまち情報宅配便」の申し込
みがなかったので、実績はなし。

―

―
「みんなのまち情報宅配便」の実績
がなかった。

「総合防災訓練」、「女性防災コミュニ
ティ講座」、「自主防災訓練」等で男
女共同参画の現状を伝えた。

当課所管
イベント等
で男女共
同参画の
現状につ
いて伝え
ることが
できたた
め

評価理由

―

・新型コロナウイルスの影響のため、
担当課19課中13課が計画通りには
実施できなかったが、それ以外の6
課は計画どおり実施できた。
・男女共同参画啓発チラシの配布総
数260枚

事業実績
取組
視点

事業計画の
評価理由

あらゆる機
会に意識
啓発のた
めのチラシ
を配布でき
ているため

当課所管イ
ベント等で
男女共同
参画の現
状について
伝えること
ができたた
め

該当する
全ての課
が計画ど
おりに実
施できな
かったた
め

→→

納税課

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配付等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配付等した

「みんなのまち情報宅配便」で、
男女共同参画の状況の資料を
配付する。

→

「みんなのまち情報
宅配便」等の実施
時に、本市の男女
共同参画の状況の
資料を配布する.

「みんなのまち情報
宅配便」等の実施
時に、本市の男女
共同参画の状況の
資料を配布する。

→→

施策 男女の地域社会参画の支援

産業振
興課

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅配便」実
施時に、本市の男女共同参画
の状況の資料を配布する。

「みんなのまち情報
宅配便」等の実施
時に、本市の男女
共同参画の状況の
資料を配布する。

→ →

災害対
策課

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「総合防災訓練」、「女性防災コ
ミュニティ講座」、「自主防災訓
練」等で、男女共同参画の現状
を伝えるよう努める。

→

事業No 担当課 令和2年まで 令和5年まで H29 H30 R1 R2

広報課 〃 〃

「みんなのまち情報宅配便」で、
資料配布又は、開催挨拶で男
女共同参画の現状を一つ以上
伝える。

→

各課

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

該当する課がそれぞれ目標達
成に向けて事業を実施する。

→ → →

基本方針 さまざまな分野における女性の活躍推進

実施した事業を評価するための
基準

令和２年度まで 令和５年度まで

「みんなのまち情報宅配便」等で各課職員が地域で説明す
る際、本市の男女共同参画の状況の資料を配付する等し
て、意識啓発をします。

事業 地域への意識啓発

施策の方向 地域社会における男女共同参画の促進 男女共同参画の視点で実施
した事業の参加者が、平成
28年度よりも増加した

事業の目標 事業計画（年度）

男女共同参画の視点で実施
した事業の参加者が、令和2
年度よりも増加した

事業概要

事業全体の評価（令和２年度）
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実績評価 達成評価

13 17 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

13 18 ―

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

―

13 20 ○

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

３ 遅滞

13 22 ―

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

―

13 23 ―

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

―

―

―
「みんなのまち情報宅配便」の開催
実績なし

資料作成
に当たっ
ては、女
性の新規
就農者へ
のインタ
ビューを
記事にす
るなど、
工夫をし
て作成し
たため

資料作成
に当たって
は、女性の
新規就農
者へのイン
タビューを
記事にする
など、工夫
をして作成
したため

―

事業目標の

新型コロナウイルス感染症拡大防止
で事業等が中止になったため、資料
を配布する機会がなかった。

取組
視点

事業計画の

―

コロナの影響でみんなのまち情報宅
配便も地域への出向きもほとんどな
かったため、啓発チラシの配布はで
きなかった。

コロナの
影響で地
域への出
向きがほ
とんどなく
計画どお
りチラシ
の配布が
できな
かったた
め

コロナの影
響で地域
への出向き
がほとんど
なく計画ど
おりチラシ
の配布が
できなかっ
たため

JA湘南農業活性化講座で、女性の
農業進出のメリットや課題などにつ
いての資料配布を行った。
日時：R3.3.18（木）書面開催、参加
者：定年帰農者・新規就農者等約20
名

「みんなのまち情報宅配便」の依頼
自体がなかった。

事業実績

― ―

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅配便」の
「平塚市の国際交流事業」につ
いて、多文化共生社会の推進、
人権の尊重、姉妹都市アメリカ
合衆国カンザス州ローレンス市
の歴史からくる人権の考え方、
多様性について、市民に紹介す
る。

→ →

→

消費者被害未然防止講座等で
男女共同参画の状況等の資料
を配布する。
講座等開催回数23回

消費者被害未然防
止講座等で男女共
同参画の状況等の
資料を配布する。
講座等開催回数26
回

消費者被害未然防
止講座等で男女共
同参画の状況等の
資料を配布する。

→
市民情
報・相
談課

消費者被害未然防止
講座等で男女共同参
画の状況等の資料を
配布し、男女共同参
画の状況を理解する
市民の数が増えた

消費者被害未然防止
講座等で男女共同参
画の状況等の資料を
配布し、男女共同参
画の状況を理解する
市民の数が増えた

協働推
進課

→
文化・
交流課

事業の目標 事業計画（年度）

事業No 担当課 令和2年まで 令和5年まで H29 H30 R1 R2

商業観
光課

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅配便」で、
資料配布又は、開催挨拶で男
女共同参画の現状を一つ以上
伝える。

→

農水産
課

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

女性農業者の集まりなどにおい
て、平塚市の男女共同参画の
取組み紹介や資料の配布等を
行う。

年度内に策定予定
の平塚市都市農業
振興基本計画（仮
称）に”女性農業者
の経営参画推進”
に関する記述を盛
り込む。

→ →

→

農業者の集まりな
どにおいて、平塚
市の男女共同参画
の取組み紹介や資
料の配布等を行
う。

→

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

地域への出向き
「みんなのまち情報宅配便」

地域への出向き
みんなのまち情報
宅配便

評価理由 評価理由

事業全体の評価（令和２年度）
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実績評価 達成評価

13 24 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

１ 達成

13 25 ―

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

―

13 26 ―

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

―

13 28 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

13 30 ―

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

―

― ―

事業実績
取組
視点

事業計画の 事業目標の

新型コロナ感染予防に努めながら
「障がい者自立支援協議会」の関係
機関等に女性が活躍されている事
業等紹介する資料を郵送や電子メー
ルで配布し、意識啓発を行った。

関連する
資料の配
布等がで
きたため

関連する資
料の配布
等ができた
ため

― ―

年度内、「みんなのまち情報宅配便」
の実施はなかったが、内容に配慮し
た上で説明する予定でいた。

―

講座等で
資料を配
布するこ
とができ
たため

講座等で
資料を配布
することが
できたため

評価理由

R2.4.15付け2平人第23号で通知し
た。
実績：当課実施の情報宅配便や講
座等で資料を配布した。（260枚）

新型コロナウイルス感染症の影響に
より「みんなのまち情報宅配便」によ
る説明会は開催しなかったため

実施回数：0回
配付人数：0人

評価理由

人権・
男女共
同参画
課

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

高齢福
祉課

福祉総
務課

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配付等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配付等した

各種地域説明会等で必要に応
じ、本市の男女共同参画の状
況の資料を配付する。

→

→

→ →

介護保
険課

「みんなのまち情報宅
配便」等で職員が地
域で説明する際に
は、配慮した

「みんなのまち情報宅
配便」等で職員が地
域で説明する際に
は、配慮した

「みんなのまち情報宅配便」等
で職員が地域で説明する際に
は、配慮する。

→

障がい
福祉課

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「障がい者自立支援協議会」に
おいて、関連資料を配布する等
して意識啓発する。

→

→ →

委員改選年度では
ないが、女性参加
推進の観点から、
今後も推薦団体に
は積極的に働きか
けていきます。

資料等を配布する。
・「みんなのまち情報宅配便（男
女共同参画、人権）」
・人権、男女共同参画の啓発講
座

作成した資料の活
用を各課に呼びか
ける。
「みんなのまち情報
宅配便」の所管課
である協働推進課
と連携方法を協議
する。
資料等を配布す
る。
・「みんなのまち情
報宅配便（男女共
同参画、人権）」
・人権、男女共同参
画の啓発講座

令和2年まで 令和5年まで H29 H30 R1

年度当初にマニュ
アルを通知する。
当課事業時に資料
等配布する
・「みんなのまち情
報宅配便（男女共
同参画、人権）」
・人権、男女共同参
画の啓発講座

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅配便」で
高齢者に対する事業の説明の
際、可能な範囲で男女共同参
画の説明を盛り込む他、啓発チ
ラシの配布を行う。

→

→→

→

事業No 担当課

事業の目標 事業計画（年度）

R2

事業全体の評価（令和２年度）

―
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実績評価 達成評価

13 40 ―

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

―

13 41 ―

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

―

13 43 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

１ 達成

13 45 ―

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

―

13 71 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

―

― ―

耐震相談
会を開催
し、その中
で資料配
布を行った
ため

「みんなのまち情報宅配便」を実施
する機会がなかったため、実績なし

「みんなのまち情報宅配便」の依頼
はなく、各種審議会においては委員
の変更がほとんどなかったため、男
女共同参画に関する資料を配布す
る機会がなかった。

評価理由

周知の目
的は達した
ため

事業実績
事業目標の

耐震相談会にて、男女共同参画の
状況に関する資料の配布を行った。

耐震相談
会を開催
し、その
中で資料
配布を
行ったた
め

事業計画の

緊急事態宣言が解除され、開館再
開以降の教育普及行事の参加者に
適宜周知した。

行事の参
加者への
周知がで
きたため

―

取組
視点

「みんなのまち情報宅配便」及び社
会人を対象とした交通安全教室の開
催がなく、資料配布の機会がなかっ
た。

― ―

→→

事業の目標 事業計画（年度）

博物館

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

〃

男女共同参画週間（6月23～29
日）に開催する行事で、チラシ
等の配布依頼・送付に応じて協
力する。

男女共同参画週間
（6月23～29日）の
前後に開催する館
主催の行事で、チ
ラシ等の配布依頼・
送付に応じて協力
する。

→

みどり
公園・
水辺課

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅配便」で、
資料配布又は説明で海岸や緑
化関係の現状を伝える。

→

→

→ →

→

情報宅配便やその
他イベントの開催
の際に、本市の男
女共同参画の状況
に関する資料の配
布する。

交通政
策課

〃 〃
「みんなのまち情報宅配便」で、
資料配布又は、開催挨拶で男
女共同参画の現状を伝える。

→

建築指
導課

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅配便」の
利用者に対して、本市の男女共
同参画の状況の資料配布及び
説明案内を行うとともに、建築
指導課の事業の説明を併せて
行う。

「みんなのまち情報
宅配便」やその他
イベントの開催の
際に、本市の男女
共同参画の状況に
関する資料の配布
する。

まちづ
くり政
策課

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

「みんなのまち情報宅
配便」等で、本市の男
女共同参画の状況の
資料を配布等した

事業No 担当課 令和2年まで 令和5年まで H29 H30 R1 R2

「みんなのまち情報宅配便」、
「まちづくり支援事業」等で、男
女共同参画に関する資料を配
布する。

→

→ →

評価理由

事業全体の評価（令和２年度）
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2

5

11

※セミナーの参加やリーフレットを受け取った男性の数で測る

34

実績評価 達成評価

34 0 ○

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

２ 順調

34 16 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

34 18 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

市役所職員に対して、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活
の調和）の推進や働き方の見直しの重要性を理解し、各課
事業の中で、男性や働く世代を対象とした事業が、男女共
同参画や働き方の見直し意識を啓発する機会も担えるよ
う、意識と視点について啓発します。

取組
視点

・新型コロナウイルスの影響のため、
担当課7課中4課が計画通りには実
施できなかったが、それ以外の3課
は計画どおり実施できた。
・事業の参加者などにチラシを配布
するなどにより啓発をした。

評価理由 評価理由
事業目標の

資料の配
布を行っ
たため

資料の配
布を行った
ため

新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により中止となった「商店会長会
議」に代わり、各商店会長宛てに男
女共同参画に係る資料の配布を
行った。

事業実績

該当する
全ての課
で計画ど
おりに実
施できた
ため

意識啓発
のためのチ
ラシが配布
できている
ため

Ｒ2年5月号「働き方・休み方改善
ポータルサイトのご案内」、6月号「男
女共同参画週間」、8月号「神奈川働
き方改革支援センターのご案内」、
10月号「令和2年度平塚市イクボスプ
ロジェクト」、Ｒ3年1月号「ユースエー
ル認定制度」について情報発信し
た。

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンス等に
係る情報
を発信し
たため

「勤労ひら
つか」を229
事業所等
に配布する
とともに
ホームペー
ジに掲載し
広く周知す
るとともに
働き方の見
直し意識の
醸成を図っ
たため

事業計画の

商業観
光課

男性や働く世代を対
象とした事業で、男女
共同参画や働き方の
見直し意識を啓発し
た

男性や働く世代を対
象とした事業で、男女
共同参画や働き方の
見直し意識を啓発し
た

各課

男性や働く世代を対
象とした事業で、男女
共同参画や働き方の
見直し意識を啓発し
た

→ →

→
「商店会長会議」で、資料配布
又は、開催挨拶で男女共同参
画の現状を一つ以上伝える。

→ →

男性や働く世代を対
象とした事業で、男女
共同参画や働き方の
見直し意識を啓発し
た

該当する課がそれぞれ目標達
成に向けて事業を実施する。

→ → →

H29 H30 R1 R2

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）
の推進

実施した事業を評価するための
基準

令和２年度まで 令和５年度まで

事業計画（年度）

事業No 担当課 令和2年まで 令和5年まで

事業
各課事業における男性に対する働き方見直
しの視点の促進

事業概要

事業の目標

施策の方向 男性の家事、育児、介護への参加の促進 セミナーに参加するなどし
て、働き方を見直す意識が芽
生えた男性が増加した

セミナーに参加するなどし
て、働き方を見直す意識が芽
生えた男性が増加した施策 男性自らの働き方の見直し

産業振
興課

働く世代を対象とした
事業で、働き方の見
直し意識の醸成を
図った

働く世代を対象とした
事業で、働き方の見
直し意識の醸成を
図った

情報紙「勤労ひらつか」等で、
ワーク・ライフ・バランス等に係
る情報を発信する。

→

基本方針

事業全体の評価（令和２年度）
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実績評価 達成評価

34 24 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

34 31 ―

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

―

34 34 ○

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

３ 遅滞

34 63 ○

１ 計画
どおり
実施で
きた

２ 順調

34 68 ―

２ 計画
どおりに
は実施
できな
かった

―

事業実績
取組
視点

事業計画の 事業目標の

定例校長会や年2回の学校訪問の
際、全校長に男性のみならず、教職
員の働き方の見直しについて意見交
換した。

全校長と
教職員の
働き方の
見直しに
ついて意
見交換し
たため

教職員の
働き方を見
直す必要
性について
校長と認識
を共有した
ため

・イクボス養成研修や、イクボス通信
を4回発行し、働き方の見直し等の
重要性を啓発した。
・「男女共同参画啓発資料活用マ
ニュアル」を各課へ通知（2平人第23
号）し、各課事業でリーフレットを活
用した啓発を促した。他課配布実績
（3事業260枚）
・男性の家事・育児参画啓発リーフ
レットの内容について検討した。

R2.11.７（土）に開催を予定していた
が、新型コロナウイルス感染症の収
束が見通せない状況から開催中止
とした。

新型コロナウイルスまん延防止のた
め、事業行うことができなかった。
計画されていた事業
「男の料理教室」
「親子走り方教室」
「父親を20倍楽しむ」等

― ―

全職員へ
の啓発、
各課へ啓
発機会の
促しがで
きたため

リーフレット
の活用で、
各課の事
業が啓発
の機会と
なったため

― ―

令和2年度の委託事務説明会は、新
型コロナウイルスの影響で中止と
なったが、各クラブの個別相談等に
おいて、必要に応じ意識啓発を行っ
た。

新型コロ
ナウイル
スの影響
で、計画
どおり実
施できな
かった。

新型コロナ
ウイルスの
影響で、計
画どおり実
施できな
かった。

〃
「委託事務説明会」等の開催挨
拶で男女共同参画の啓発を行
う。

→

保育課

男性や働く世代を対
象とした事業で、男女
共同参画や働き方の
見直し意識を啓発し
た

男性や働く世代を対
象とした事業で、男女
共同参画や働き方の
見直し意識を啓発し
た

「親子であそぼうフェスティバ
ル」の開催挨拶において、男女
共同参画やワーク・ライフ・バラ
ンス等の現状を伝える。

→ →

→ →

→ →

職員に対し、人権・
男女共同参画イン
フォメーション等
で、働き方を見直
す必要性の啓発を
行う。加えてチラシ
を周知し、各課事
業が啓発の機会と
なるよう促す。

中央公
民館

〃 〃

家庭教育学級等の公民館事業
において、男性や働く世代が参
加しやすい内容や時間帯を設
定し、事業展開する。

→

青少年
課

〃

職員に対し、人権・
男女共同参画イン
フォメーション等
で、働き方を見直
す必要性の啓発を
行う。加えて各課事
業が啓発の機会と
なるよう促す。

・職員に対し、イク
ボス通信等で、働
き方を見直す必要
性の啓発を行う。
加えて各課事業が
啓発の機会となる
よう促す。
・男性の家事・育児
参画啓発リーフレッ
トの内容を見直す。

→

人権・
男女共
同参画
課

各課の男性や働く世
代を対象とした事業
が啓発の機会となる
よう、職員に対して、
ワーク・ライフ・バラン
ス（仕事と生活の調
和）の推進や働き方
の見直しの重要性の
意識と視点について
啓発した

各課の男性や働く世
代を対象とした事業
が啓発の機会となっ
た

職員に対し、人権・男女共同参
画インフォメーション等で、働き
方を見直す必要性の啓発を行
う。加えて各課事業が啓発の機
会となるよう促す。
各課事業で配布できるようなチ
ラシ等を作成する。

教職員
課

→

→

男性や働く世代を対
象とした事業で、男女
共同参画や働き方の
見直し意識を啓発し
た

男性や働く世代を対
象とした事業で、男女
共同参画や働き方の
見直し意識を啓発し
た

定例校長会で市立小中学校長
に向けて、男女共同参画の現
状を伝えるなど、各機会をとらえ
て意識啓発を図る。

→

事業No 担当課 令和2年まで 令和5年まで H29 H30 R1 R2

事業の目標 事業計画（年度）

評価理由 評価理由

事業全体の評価（令和２年度）
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